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藍
鼎
元
『
女
撃
』
　
の
研
究
　
〔
1
0
〕

本
稿
で
は
、
婦
徳
中
篇
　
（
女
撃
巻
二
）
　
「
重
義
之
徳
」
第
六
十
六
章
か
ら
第
七
十
章
ま
で

を
掲
載
す
る
。

【
第
六
十
六
章
】

（
原
文
）
　
賓
攻
魯
、
至
郊
、
見
婦
人
抱
一
見
、
携
一
見
而
走
、
迫
格
及
、
棄
所

抱
、
抱
所
携
、
賛
牌
執
而
問
之
、
封
日
、
所
抱
者
妾
兄
子
、
所
棄
者
妾
子
也
、

力
不
能
雨
護
、
故
棄
之
、
賓
終
日
、
兄
子
輿
己
子
執
親
、
封
日
、
己
子
私
愛
也
、

兄
子
公
義
也
、
亡
兄
子
而
存
妾
子
、
幸
而
済
、
謂
義
何
、
故
忍
而
棄
吾
子
也
、

於
是
寮
格
使
人
言
干
君
日
、
魯
未
可
伐
也
、
山
澤
之
婦
、
猶
知
行
義
、
況
士
大

夫
乎
、
請
還
師
、
師
還
、
魯
君
賜
婦
人
東
南
百
端
、
競
日
義
姑
、
〔
寮
格
之
牌
、

倶
去
響
、
〕
　
　
　
右
第
六
十
六
章

婦
人
但
知
狗
私
学
顧
公
義
、
萄
可
適
巳
自
便
、
追
他
其
他
、
此
亦
恒
情
之
常
、

末
俗
之
階
也
、
古
之
哲
婦
、
放
義
而
行
、
私
愛
可
捕
、
躯
命
可
拾
、
義
馨
著
干

常
時
、
芳
名
垂
乎
千
載
。
視
彼
自
私
自
利
者
、
相
懸
何
曽
倍
荏
乎
、
述
重
義
之

徳
、
自
此
以
下
凡
五
章
、
〔
放
上
菅
〕

た
ず
さ

賓
、
魯
を
攻
め
て
、
郊
に
至
る
。
婦
人
の
、
一
見
を
抱
き
、
一
見
を
携
え

て
而
し
て
走
る
を
見
る
。
追
い
て
牌
に
及
ば
ん
と
す
る
に
、
抱
く
所
を
棄
て
て
、

下
見
　
隆
雄

と

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

た

携
え
た
る
所
を
抱
く
。
賓
格
、
執
え
て
而
し
て
之
れ
に
問
う
。
封
え
て
日
わ
く
、

ふ
た

抱
く
所
の
者
は
妾
の
兄
の
子
、
棄
つ
る
所
の
者
は
妾
の
子
な
り
。
力
、
雨
つ
なお

が
ら
護
る
能
わ
ず
。
故
に
之
れ
を
棄
つ
。
賓
格
日
わ
く
、
兄
の
子
の
己
の
子
に
輿

け
る
は
執
れ
か
親
し
き
と
。
封
え
て
日
わ
く
、
己
の
子
は
私
愛
な
り
。
兄
の
子

は
公
義
な
り
。
兄
の
子
を
亡
い
而
し
て
妾
の
子
を
存
し
て
、
幸
い
に
し
て
而
し

す

く

　

　

　

　

　

　

　

　

い

か

ん

て
臍
わ
る
る
ろ
も
、
義
を
謂
何
せ
ん
、
故
に
忍
び
て
而
し
て
吾
が
子
を
棄
つ
る

な
り
と
。
走
れ
に
於
い
て
、
車
購
入
を
し
て
君
に
言
わ
使
め
て
日
わ
く
、
魯
、

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

な

か

す

み

未
だ
伐
つ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
山
澤
の
婦
す
ら
、
猶
お
義
を
行
う
こ
と
を
知

る
。
況
ん
や
士
大
夫
お
や
。
請
う
師
を
還
さ
ん
と
。
師
還
る
。
魯
君
、
婦
人
に

そ
く
は
く
ひ
や
く
た
ん

東
南
百
端
を
賜
い
、
祝
し
て
義
姑
と
日
う
　
（
1
）
。
〔
賓
格
の
絡
、
倶
に
去
撃
な

り
。
〕
　
　
　
右
、
第
六
十
六
章

し

た

が

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま

れ

　

　

　

　

　

か

え

り

み

婦
人
、
但
に
私
に
狗
う
こ
と
を
知
る
の
み
。
翠
な
り
公
義
を
顧
　
み
る
こ

い

や

　

　

す

で

　

　

　

　

　

　

　

か

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

わ

れ

　

い

と

ま

と
。
筍
く
も
巳
に
自
ら
便
な
る
に
適
う
可
き
に
、
其
の
他
を
他
む
遥
あ
ら
ん

ひ

ご

ろ

の

こ

こ

ろ

　

　

　

　

　

　

お

し

え

な

き

も

の

　

い

や

し

さ

　

　

　

　

　

て

っ

ぷ

や
。
此
れ
も
亦
た
恒
　
情
の
常
に
し
て
、
末
　
俗
の
　
階
な
り
。
古
の
哲
婦
、

よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す

　

　

　

　

い

の

ち

　

　

　

　

　

　

ぎ

の

ほ

ま

れ

義
に
放
り
て
而
し
て
行
な
う
。
私
愛
、
捕
つ
可
く
、
躯
命
、
捨
つ
可
し
。
義
聾
、

た

　

　

　

A

〃

　

　

　

　

わ

た

く

し

昔
時
に
著
ら
か
に
し
て
、
芳
名
、
千
載
に
垂
る
。
彼
の
自
ら
私
し
自
ら
利
す

へ

だ

　

　

　

　

　

　

　

た

だ

　

ば

い

し

る
者
に
視
ぶ
る
に
、
相
い
懸
た
る
こ
と
何
ぞ
膏
に
倍
荏
な
る
の
み
な
ら
ん
や
。

75
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重
義
の
徳
を
述
ぶ
る
こ
と
、
此
れ
自
り
以
下
、
凡
そ
玉
章
な
り
　
（
2
）
。
〔
放
は

上撃。〕

○
資
料
研
究

（
1
）
　
劉
向
『
列
女
博
』
　
「
節
義
」
　
篇
に
　
「
魯
義
姑
妨
」
　
が
あ
る
。
話
の
骨
子

は
同
じ
で
あ
る
が
、
『
女
撃
』
　
の
ま
と
め
は
こ
れ
に
比
し
て
簡
略
で
あ
る
。
省

略
の
甚
だ
し
い
の
は
次
の
部
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
携
え
た
る
所
を
抱
く
」

の
後
に
、
劉
向
『
列
女
侍
』
　
で
は
、
「
見
、
随
い
て
暗
く
。
婦
人
、
遂
に
行
き

て
顧
み
ず
。
賓
牌
　
見
に
聞
い
て
日
わ
く
、
走
る
者
は
爾
の
母
か
と
。
日
わ
く
、

走
れ
な
り
と
。
母
の
抱
く
所
の
者
は
誰
ぞ
や
と
。
日
わ
く
、
知
ら
ざ
る
な
り
と
。

賓
牌
　
乃
ち
之
れ
を
追
う
。
軍
士
　
弓
を
引
き
て
牌
に
之
れ
を
射
ん
と
す
。
日

わ
く
、
止
ま
れ
。
止
ま
ら
ず
ん
ば
、
吾
格
に
爾
を
射
ん
と
す
と
。
婦
人
乃
ち
還

る
。
賛
牌
　
問
う
、
抱
く
所
の
者
は
誰
ぞ
。
棄
つ
る
所
の
者
は
誰
ぞ
と
。
」
　
と

あ
り
、
「
封
え
て
日
わ
く
」
　
に
続
い
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
内
容
は
簡
略
に

し
て
い
る
所
が
多
い
。
な
お
、
こ
の
伝
記
に
つ
い
て
の
問
題
点
等
、
詳
細
に
つ

い
て
は
前
掲
拙
著
の
「
魯
義
姑
妨
」
に
関
す
る
研
究
部
分
の
頁
5
6
7
～
5
7
2
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
2
）
　
「
倍
葎
」
　
は
二
倍
・
五
倍
。
『
孟
子
』
腺
文
公
上
篇
に
、
「
許
子
の
道
に

従
え
ば
、
…
…
…
日
く
、
夫
れ
物
の
脅
し
か
ら
ざ
る
は
、
物
の
情
な
り
。
或
い

は
相
い
倍
荏
し
、
或
い
は
什
百
し
、
或
い
は
相
い
千
萬
す
。
」
　
と
あ
る
。

此
の
賓
滑
も
、
亦
た
入
国
を
祝
う
を
善
く
す
る
者
な
り
。

在
は
物
の
数
な
り
。
五
倍
を
薇
と
日
う
。

と
あ
る
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
○
は
判
読
不
能
。

②
此
賓
格
亦
善
於
祝
入
園
者

③
此
賓
絡
亦
善
於
○
入
園
者

④
此
斉
絡
亦
善
於
○
入
園
者

⑤
此
賓
格
亦
善
於
規
入
園
者

⑥
此
脅
格
亦
善
於
脱
入
園
者

各
本
、
異
同
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
っ
て
よ
い
が
、
③
は
、

の
、
「
卜
」
部
分
が
逆
向
き
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
④
で
は
、

が
　
「
舌
」
　
に
な
っ
て
い
る
。
（
　
）
　
は
欠
文
。

②
葎
物
数
也
五
倍
日
葎

③
葎
物
数
也
五
倍
自
在

④
葎
物
数
也
五
倍
自
在

⑤
荏
物
数
也
五
倍
自
在

「
娩
」
　
の
　
「
占
」

「
規
」
　
の
　
「
占
」

⑥
　
（②

～
⑤
ま
で
の
各
本
、
移
動
は
無
い
。
た
だ
、
⑥
の
み
は
、
こ
の
頭
注
が
欠

落
す
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
、
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
　
此
賓
格
亦
善
於
親
入
園
者

荏
物
数
也
五
倍
自
在

【
第
六
十
七
章
】

（
原
文
）
戎
伐
蓋
、
殺
其
君
、
令
干
蓋
畢
臣
日
、
敢
有
自
殺
者
、
妻
子
轟
誅
、

蓋
格
邦
子
自
殺
、
人
救
之
、
不
得
死
、
及
蹄
、
其
妻
謂
之
日
、
軍
敗
君
死
、
子

猫
何
生
、
邦
子
告
以
故
、
妻
日
、
嚢
有
救
、
今
又
何
也
、
郎
子
日
、
吾
非
愛
身
、

恐
誅
妻
子
耳
、
妻
日
、
我
聞
、
主
憂
臣
辱
、
主
辱
臣
死
、
今
君
死
而
子
不
死
、
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可
謂
義
乎
、
多
殺
士
民
、
不
能
存
図
、
両
自
活
、
可
謂
仁
乎
、
憂
妻
子
而
忘
仁

義
、
背
故
君
而
事
強
暴
、
可
謂
忠
平
、
夫
妻
子
私
愛
也
、
事
君
公
義
也
、
以
妻

子
之
故
、
失
人
臣
之
節
、
倫
生
筍
活
、
妾
等
恥
之
、
況
於
子
乎
、
吾
不
能
輿
子

蒙
恥
倫
生
、
遂
自
殺
、
君
賢
之
、
嗣
以
大
牢
、
以
稽
葬
之
、
〔
絡
去
馨
、
夫
音
挟
、

大
音
太
、
〕
　
　
　
　
　
右
第
六
十
七
章
。

じ

ゆ

う

　

が

い

戒
、
蓋
を
伐
ち
て
、
其
の
君
を
殺
す
。
蓋
の
畢
臣
に
令
し
て
日
わ
く
、
敢

き
ゆ
う
し

え
て
自
殺
す
る
者
有
ら
ば
、
妻
子
轟
く
誅
せ
ん
と
、
蓋
牌
邦
子
、
白
殺
す
。
人
、

之
れ
を
救
い
て
、
死
す
る
こ
と
を
得
ず
。
締
る
に
及
び
て
、
其
の
妻
、
之
れ
に

謂
い
て
日
わ
く
、
軍
敗
れ
て
君
死
す
る
に
、
子
猫
り
何
ぞ
生
け
る
や
と
。
邸
子

告
ぐ
る
に
故
を
以
て
す
。
妻
日
わ
く
、
嚢
に
は
救
い
有
り
。
今
、
又
た
何
ぞ
や

と
。
邦
子
日
わ
く
、
吾
れ
身
を
愛
す
る
に
非
ず
し
て
、
妻
子
を
誅
せ
ら
る
る
を

恐
る
る
の
み
と
。
妻
日
わ
く
、
我
れ
聞
く
、
主
憂
う
れ
ば
臣
は
辱
め
ら
れ
、
主

辱
め
ら
る
れ
ば
臣
は
死
す
。
今
、
君
死
し
て
而
し
て
子
は
死
せ
ず
。
義
と
謂
う

可
け
ん
や
。
多
く
士
民
を
殺
し
て
、
園
を
存
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
而
し
て
自
ら

は
活
く
。
仁
と
謂
う
可
け
ん
や
。
妻
子
を
憂
い
て
而
し
て
仁
義
を
忘
る
。
故
君

に
背
き
て
而
し
て
強
暴
に
事
う
。
忠
と
謂
う
可
け
ん
や
。
夫
れ
妻
子
は
私
愛
な

り
。
君
に
事
う
る
は
公
義
な
り
。
妻
子
の
故
を
以
て
し
て
、
人
臣
の
節
を
失
う

ぬ

す

　

　

　

お

ろ

そ

か

は
、
生
を
倫
み
活
を
筍
に
す
。
妾
等
す
ら
之
れ
を
恥
づ
、
況
ん
や
子
に
於
て

ぬ
す

お
や
。
吾
れ
子
と
輿
に
恥
を
蒙
り
生
を
倫
む
こ
と
能
わ
ず
。
遂
に
自
殺
す
。
君
、

ま

つ

　

　

た

い

ろ

う

之
れ
を
賢
と
す
。
両
る
に
大
牢
を
以
て
し
、
頑
を
以
て
之
れ
を
葬
る
。
〔
将
は

去
聾
。
夫
は
音
挟
。
大
は
音
太
。
〕
　
（
1
）
　
　
　
　
　
右
、
第
六
十
七
章
。

○
資
料
研
究

（
1
）
　
劉
向
『
列
女
侍
』
「
節
義
」
篇
に
　
「
蓋
将
之
妻
」
　
が
あ
る
。
ま
と
め
方

は
少
し
異
な
り
、
『
女
撃
』
は
省
略
が
多
い
。
話
の
骨
子
は
同
様
で
あ
る
。
な

お
、
後
世
の
列
女
伝
記
の
類
で
は
、
こ
の
　
「
蓋
賂
之
妻
」
　
を
載
せ
ぬ
も
の
が
多

い
。
『
閏
範
』
巻
三
善
行
・
『
古
今
列
女
侍
』
巻
三
節
義
に
は
載
せ
る
が
、
『
家

範
』
や
『
古
今
女
範
』
（
『
女
範
篇
』
）
・
『
檜
囲
列
女
倖
』
な
ど
に
は
載
せ
な
い
。

「
子
と
輿
に
恥
を
蒙
り
生
を
倫
む
こ
と
能
わ
ず
」
　
の
表
現
は
独
特
で
あ
る
。
劉

向
『
列
女
侍
』
で
は
、
「
子
と
輿
に
恥
を
蒙
り
て
而
し
て
生
く
る
能
わ
ず
」
と

し
て
い
る
。

こ
の
伝
記
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
の
頁
5
5
5
～
5
6
5
を
参
照
さ

れ
た
い
。

◎
『
典
故
列
女
博
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
、
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
　
蓋
国
名

私
愛
公
義
不
意
、
邦
子
不
知
其
妻
知
之

蓋
は
国
名
な
り

私
愛
・
公
義
の
こ
と
、
不
意
な
れ
ば
、
邦
子
、
其
の
妻
の
之
れ
を
知
る
を

知
ら
ざ
り
し
な
り
。

と
あ
る
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
（
　
）
　
部
分
は
欠
落
部
分
で
あ
る
。

②
　
蓋
国
名

③
　
蓋
国
名

0
ノ

5

⑤
は
　
「
蓋
」

を
　
「
我
」
　
に
作
り
、
⑥
で
は
、
こ
の
頭
注
が
欠
落
し
て
い
る
。

私
愛
公
義
、
不
意
、
邸
子
不
知
其
妻
知
之

私
愛
公
義
、
不
意
、
邦
子
不
知
其
妻
知
之
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④
　
私
愛
公
義
、
不
意
、
卯
子
不
知
其
妻
知
之

⑤
　
私
愛
公
義
、
不
意
、
団
子
不
知
其
妻
知
之

⑥
　
私
愛
公
義
、
不
君
、
団
子
不
知
其
妻
知
之

④
は
「
郎
」
を
「
卯
」
に
作
り
、
⑤
・
⑥
は
、
「
丘
」
に
作
る
。
な
お
、
⑥

は
、
「
意
」
　
を
　
「
忘
」
　
に
作
る
。

【
第
六
十
八
草
】

（
原
文
）
孝
義
保
者
、
魯
孝
公
稀
之
保
母
、
戚
氏
之
寡
也
、
伯
御
作
乱
、
鵜
敢

公
而
自
立
、
求
公
子
稀
子
宮
、
絡
殺
之
、
義
保
聞
伯
御
欲
殺
稀
、
乃
以
其
子
衣

稀
之
衣
、
臥
稀
之
虞
、
伯
御
不
知
而
殺
之
、
保
抱
積
出
、
遇
稀
舅
魯
大
夫
干
外
、

告
之
故
、
遂
匿
稀
以
赴
、
十
一
年
、
魯
大
夫
請
干
天
子
、
殺
伯
御
、
立
科
、
是

鳥
孝
公
、
〔
節
、
○
衣
構
之
衣
、
上
去
菅
、
下
如
字
、
虞
去
啓
、
〕

秦
攻
魂
、
殺
魂
主
戦
、
誅
諸
公
子
、
而
一
公
子
不
得
、
節
乳
母
匿
之
以
逃
、

貌
之
故
臣
、
見
乳
母
而
識
之
、
日
、
乳
母
無
志
乎
、
吾
聞
秦
令
、
得
公
子
者
、

賜
金
千
絵
、
匿
者
誅
夷
、
今
公
子
安
在
、
母
倫
言
之
、
可
得
千
金
、
不
言
、
則

昆
弟
無
遺
類
臭
、
乳
母
日
、
我
不
知
也
、
故
臣
日
、
我
聞
公
子
輿
母
倶
逃
、
今

魂
固
破
亡
、
子
匿
之
。
格
誰
鳥
平
、
乳
母
日
、
見
利
而
反
上
者
、
逆
也
、
畏
死

而
棄
義
者
、
乱
也
、
吾
豊
可
利
賞
畏
誅
、
癖
正
義
而
行
逆
節
哉
、
遂
抱
公
子
逃

干
深
澤
之
中
、
故
臣
以
告
秦
軍
、
秦
軍
追
射
之
、
乳
母
以
身
蔽
公
子
、
倶
死
焉
、

〔
盛
去
啓
〕

論
日
、
此
一
保
母
一
乳
母
耳
、
帥
使
不
能
存
孤
、
誰
復
以
大
義
貴
之
者
、
乃

一
則
己
子
代
死
、
翼
孝
公
以
成
立
、
一
則
千
金
不
顧
、
甘
以
身
殉
公
子
、
二
人

節
義
播
天
壌
英
、
魯
之
大
夫
、
輿
魂
之
故
臣
、
賢
不
肖
不
必
論
也
、
〔
復
扶
又

切
〕
　
　
　
　
右
第
六
十
八
章
。

孝
義
保
な
る
者
は
、
魯
の
孝
公
稀
の
保
母
な
り
。
戚
氏
の
寡
な
り
。
伯
御
、

乱
を
作
す
。
怒
公
を
耕
し
て
而
し
て
自
ら
立
つ
。
公
子
稀
を
宮
に
求
め
て
、
牌

に
之
れ
を
殺
さ
ん
と
す
。
義
保
、
伯
御
の
稀
を
殺
さ
ん
と
欲
す
る
を
聞
き
て
、

乃
ち
其
の
子
を
以
て
稀
の
衣
を
表
し
て
、
稀
の
虞
に
臥
せ
し
む
。
伯
御
、
知
ら

ず
し
て
而
し
て
之
れ
を
殺
す
。
保
、
稀
を
抱
き
て
出
づ
。
稀
の
舅
魯
大
夫
に
外

に
遇
う
、
之
れ
が
故
を
告
げ
、
遂
に
稀
を
匿
し
て
以
て
赴
ぐ
。
十
一
年
、
魯
大

夫
、
天
子
に
請
い
て
、
伯
御
を
殺
し
て
、
稀
を
立
つ
、
走
れ
を
孝
公
と
盛
す
。

〔
節
、
○
衣
構
之
衣
、
上
は
去
聾
、
下
は
字
の
如
し
。
虞
は
去
智
。
〕
　
（
1
）

秦
、
魂
を
攻
め
て
、
魂
主
戦
を
殺
し
、
諸
公
子
を
誅
す
る
に
、
而
る
に
一
公

子
得
ら
れ
ず
。
節
乳
母
あ
り
て
、
之
れ
を
匿
し
て
以
て
逃
が
さ
ん
と
す
。
魂
の

故
臣
、
乳
母
を
見
て
而
し
て
之
れ
を
識
り
て
日
わ
く
、
乳
母
よ
羞
無
き
か
。
吾

聞
く
、
秦
令
し
て
、
公
子
を
得
し
者
に
は
金
千
絵
を
賜
い
、
匿
す
者
は
誅
夷
す

と
、
今
、
公
子
、
安
く
に
在
り
や
、
母
、
倫
し
之
れ
を
言
え
ば
、
千
金
を
得
可

し
。
言
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
昆
弟
ま
で
遠
類
無
か
ら
ん
。
乳
母
日
わ
く
、
我
れ
知

ら
ざ
る
な
り
と
。
故
臣
日
わ
く
、
我
れ
聞
く
、
公
子
、
母
と
輿
に
供
に
逃
ぐ
と
。

今
、
魂
園
、
破
亡
す
る
に
、
子
、
之
れ
を
匿
す
は
、
将
た
誰
の
岳
な
る
か
と
。

乳
母
日
わ
く
、
利
を
見
て
而
し
て
上
に
反
す
る
者
は
、
逆
す
る
な
り
。
死
を
畏

れ
て
而
し
て
義
を
棄
つ
る
者
は
、
臥
す
る
な
り
。
苦
れ
豊
に
賞
を
利
と
し
て
誅

を
畏
れ
、
正
義
を
癒
し
て
而
し
て
逆
節
を
行
う
可
け
ん
や
と
。
遂
に
公
子
を
抱

き
て
深
澤
の
中
に
逃
ぐ
。
故
臣
、
以
て
秦
軍
に
告
ぐ
。
秦
軍
、
退
い
て
之
れ
を

射
る
。
乳
母
、
身
を
以
て
公
子
を
蔽
い
て
、
倶
に
死
せ
り
。
〔
鳥
は
去
智
。
〕
（
2
）

0

∠
U
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た
と

論
じ
て
日
わ
く
、
此
れ
一
保
母
、
一
乳
母
な
る
の
み
。
帥
使
い
孤
を
存
す
る

こ
と
能
わ
ざ
る
と
も
、
誰
か
復
た
大
義
を
以
て
之
れ
を
責
む
る
者
あ
ら
ん
や
。

乃
ち
、
一
は
、
則
ち
己
が
子
も
て
代
り
て
死
せ
し
め
て
、
孝
公
の
以
て
成
立
す

た
す

る
を
巽
く
。
一
は
、
則
ち
千
金
す
ら
顧
み
ず
し
て
、
甘
じ
て
身
を
以
て
公
子
に

し

殉
ず
。
二
人
の
節
義
、
天
壌
に
播
く
な
り
。
魯
の
大
夫
と
、
魂
の
故
臣
と
、
賢

不
肖
、
必
ず
し
も
論
ぜ
ざ
る
な
り
。
〔
復
、
扶
又
の
切
。
〕
　
（
3
）

右
、
第
六
十
八
章
。

○
資
料
研
究

（
1
）
　
劉
向
『
列
女
侍
』
　
「
節
義
」
　
篇
に
　
「
魯
孝
義
保
」
　
が
あ
る
。
劉
向
『
列

女
侍
』
で
は
、
武
公
か
ら
．
敢
公
ま
で
の
位
の
継
承
に
つ
い
て
記
述
す
る
が
、
『
女

畢
』
で
は
、
歴
史
の
経
過
を
除
き
、
い
き
な
り
「
伯
御
、
乱
を
作
す
」
と
記
す
。

ま
と
め
方
は
や
や
雑
で
あ
る
。
こ
の
伝
記
に
つ
い
て
の
資
料
背
景
や
問
題
点
の

整
理
な
ど
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
の
頁
5
2
8
～
5
3
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
　
劉
向
『
列
女
倖
』
　
「
節
義
」
　
篇
に
　
「
魂
節
乳
母
」
　
が
あ
る
。
『
女
撃
』

は
こ
れ
に
基
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
か
な
り
省
略
し
た
簡
略
に
ま
と
め
て
い

る
。
『
家
範
』
巻
十
の
　
「
乳
母
」
　
に
も
、
「
魯
孝
公
義
保
」
　
を
載
せ
、
続
い
て
、

「
秦
攻
魂
云
々
」
で
、
こ
の
　
「
節
乳
母
」
を
載
せ
る
が
、
こ
ち
ら
は
、
む
し
ろ
。

劉
向
『
列
女
侍
』
を
踏
襲
す
る
。
『
閏
範
』
・
『
絵
図
列
女
侍
』
・
『
古
今
女
範
』

（
『
女
範
篇
』
）
　
な
ど
に
は
、
両
伝
と
も
に
載
せ
ず
、
『
古
今
列
女
侍
』
巻
三
節

義
に
に
は
、
「
魯
孝
義
保
」
　
の
方
を
載
せ
る
。

な
お
、
こ
の
　
「
魂
節
乳
母
」
　
に
つ
い
て
、
伝
記
資
料
の
背
景
や
説
話
の
問
題

点
に
つ
い
て
は
、
、
前
掲
拙
著
の
頁
5
9
9
～
6
0
4
に
詳
し
い
。

（
3
）
　
魯
の
孝
公
の
保
母
、
魂
の
公
子
の
乳
母
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
義
理
を

貫
け
な
く
て
も
非
難
さ
れ
は
し
な
い
の
に
、
一
方
は
己
の
子
を
犠
牲
に
し
、
一

方
は
千
金
に
目
も
く
れ
ず
、
身
を
公
義
実
践
の
た
め
に
捨
て
た
こ
と
を
称
え
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
、
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
　
二
十
両
為
鎧
、
誅
夷
言
至
滅
族
也

巳
上
二
條
、
事
類
程
嬰
杵
臼
、
然
此
出
於
乳
母
、
更
難

い
う
こ
こ
ろ

二
十
両
を
鑑
と
為
す
。
誅
夷
、
　
言
　
は
滅
族
に
至
る
な
り
。

て
い
え
い
し
ょ
き
ゆ
う

巳
上
の
二
候
、
事
は
程
嬰
杵
臼
に
類
す
れ
ど
も
、
然
れ
ど
も
此
れ
は
乳

母
よ
り
出
で
た
り
、
更
に
難
し
。

と
あ
る
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
○
は
判
読
不
能
の
文
字
で
あ
る
。

②
　
二
十
両
為
絵
、

③
　
二
十
両
為
鎧
、

④
　
二
十
両
為
鎧
、

⑤
　
二
十
両
為
鎧
、

⑥
　
二
十
瑚
矧
鉛
、

誅
夷
言
至
滅
族
也

誅
夷
言
至
滅
族
也

誅
夷
言
至
q
族
也

誅
夷
言
至
滅
族
也

誅
夷
言
至
滅
族
也

「
滅
」
　
字
は
、
②
～
⑤
ま
で
、
い
ず
れ
も
字
体
が
不
完
全
で
あ
る
。
「
雨
烏
」

も
、
⑥
に
至
っ
て
は
じ
め
て
旧
字
体
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

②
　
巳
上
二
條
、

③
　
巳
上
二
傾
、

④
　
巳
上
二
條
、

⑤
　
巳
上
二
傾
、

⑥
　
巳
上
二
候
、

③
・
④
で
は
、

事
類
程
嬰
杵
臼
、

事
類
程
嬰
杵
団
、

事
類
程
嬰
杵
団
、

事
両
程
嬰
杵
副
、

事
類
程
嬰
杵
臼
、

「
臼
」
　
を
　
「
日
」

然
此
出
於
乳
母
、
更
難

然
此
出
於
乳
母
、
更
難

然
此
出
於
乳
母
、
剣
難

然
此
出
於
乳
母
、
更
難

然
此
出
於
乳
母
、
更
難

に
、
⑤
で
は
　
「
目
」
　
に
作
る
。

程
嬰
杵
臼
の
事
は
『
史
記
』
巻
四
三
趨
世
家
第
一
三
に
見
え
る
。
春
秋
時
代
、

晋
の
趨
朔
が
屠
岸
貢
に
殺
さ
れ
た
時
、
超
朔
の
友
人
で
あ
っ
た
程
嬰
は
、
公
孫
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杵
臼
と
超
朔
の
孤
を
守
る
た
め
の
謀
事
を
す
る
。
先
ず
、
公
孫
杵
臼
が
他
人
の

子
を
超
朔
の
子
と
称
し
て
、
こ
れ
を
連
れ
て
山
に
身
を
隠
す
。
次
ぎ
に
程
嬰
は
、

屠
岸
質
に
告
げ
て
、
杵
臼
と
そ
の
子
を
殺
し
、
自
ら
は
超
氏
の
本
当
の
子
を
伴

っ
て
山
に
隠
れ
る
。
後
に
趨
氏
の
跡
継
ぎ
の
事
が
成
就
し
た
時
、
程
嬰
は
、
自

殺
し
て
杵
臼
に
報
い
た
と
い
う
。
し
か
し
『
通
俗
編
』
は
、
程
嬰
屠
岸
晋
の
事

は
『
説
苑
』
復
恩
篇
に
は
じ
め
て
見
え
、
公
孫
杵
臼
の
事
は
『
新
序
』
節
士
篇

に
見
え
る
が
、
『
左
博
』
に
は
見
え
な
い
。
本
来
、
こ
の
よ
う
な
人
間
認
識
は
、

戦
国
時
代
の
侠
士
や
刺
客
の
し
で
か
す
事
柄
で
あ
っ
て
、
春
秋
時
代
に
は
、
風

俗
と
し
て
程
嬰
杵
臼
の
よ
う
な
事
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
一
説
で

は
あ
る
が
、
こ
の
事
件
が
事
実
か
否
か
よ
り
も
、
語
り
伝
え
ら
れ
て
注
目
さ
れ

る
人
間
認
識
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
興
味
深
い
。

【
第
六
十
九
章
】

（
原
文
）
衛
宗
二
順
者
、
憂
王
夫
人
及
其
博
妾
也
、
王
死
、
夫
人
無
子
、
博
妾

有
子
、
妾
事
夫
人
、
八
年
不
衰
、
夫
人
日
、
吾
聞
主
君
之
母
、
不
妾
事
大
、
今

我
無
子
、
於
種
、
斥
拙
之
人
也
、
孫
子
不
解
散
節
、
我
甚
内
斬
、
願
出
居
外
、

以
時
相
見
、
博
妾
泣
而
封
日
、
忠
臣
事
君
、
無
時
怠
倦
、
孝
子
養
親
、
患
無
日

也
、
妾
豊
敢
以
小
貴
之
故
、
欒
妾
之
節
哉
、
夫
人
固
請
居
外
、
博
妾
退
而
謂
其

子
日
、
菩
聞
君
子
虞
順
、
奉
上
下
之
儀
、
修
先
古
之
種
、
此
順
道
也
、
今
夫
人

難
我
、
格
欲
居
外
、
使
我
居
内
、
此
逆
也
、
逆
而
生
、
不
知
順
而
死
、
欲
自
殺
、

其
子
泣
而
守
之
、
夫
人
許
留
、
終
身
供
養
不
衰
、
〔
拙
興
部
同
、
解
音
僻
、
養
倶

去
啓
、
〕
　
　
　
　
右
第
六
十
九
章
、

衛
宗
二
順
な
る
者
は
、
塞
王
夫
人
及
び
其
の
博
妾
な
り
。
王
死
し
て
、
夫
人

に
子
無
く
、
博
妾
に
子
有
り
。
妾
、
夫
人
に
事
う
る
に
、
八
年
衰
え
ず
。
夫
人

日
わ
く
、
吾
れ
聞
く
、
主
君
の
母
は
、
人
に
妾
事
せ
ず
、
今
、
我
れ
に
子
無
し
。

お
こ
た

槽
に
於
て
、
斥
紙
の
人
な
り
。
摺
子
、
故
節
を
解
ら
ず
、
我
れ
甚
だ
内
に
漸

づ
。
願
わ
く
は
外
に
出
で
て
居
り
て
、
時
を
以
て
相
い
見
ん
と
。
博
妾
、
泣
き

て
而
し
て
封
え
て
日
わ
く
、
忠
臣
、
君
に
事
え
て
、
時
と
し
て
怠
倦
す
る
こ
と

無
し
。
孝
子
、
親
を
養
い
て
、
日
無
き
を
患
え
る
な
り
。
妾
、
豊
に
敢
え
て
小

貴
の
故
を
以
て
、
妾
の
節
を
欒
ぜ
ん
や
と
。
夫
人
、
固
く
請
い
て
外
に
居
ら
ん

と
す
。
博
妾
、
退
き
て
而
し
て
其
の
子
に
謂
い
て
日
く
、
吾
れ
聞
く
、
君
子
、

順
に
慮
り
て
、
上
下
の
儀
を
奉
じ
、
先
古
の
蔵
を
修
む
と
。
此
れ
順
の
道
な
り
。

今
、
夫
人
、
我
を
難
じ
て
、
格
に
外
に
居
り
て
、
我
を
し
て
内
に
居
ら
使
め
ん

と
欲
す
。
此
れ
逆
な
り
。
逆
に
し
て
而
し
て
生
く
る
は
、
順
に
し
て
而
し
て
死

す
る
に
如
か
ず
と
。
自
殺
せ
ん
と
欲
す
。
其
の
子
、
泣
き
て
而
し
て
之
れ
を
守

る
。
夫
人
、
留
ら
ん
こ
と
を
許
す
。
終
身
供
養
し
て
衰
え
ず
。
〔
紙
と
瓢
と
同
じ
。

解
は
音
僻
。
蓑
は
倶
に
去
聾
。
〕
　
（
1
）
　
　
　
右
、
第
六
十
九
章
。

○
資
料
研
究

（
1
）
　
こ
の
伝
記
は
、
劉
向
『
列
女
停
』
の
　
「
貞
順
」
篇
に
見
え
る
。
こ
れ
を

部
分
的
に
省
略
し
簡
潔
な
か
た
ち
で
紹
介
す
る
。
『
家
範
』
巻
一
〇
「
妾
」
に
、

「
妾
の
女
君
に
事
う
る
は
、
猶
お
臣
の
君
に
事
う
る
が
ご
と
し
云
々
」
　
と
し
て

列
ね
て
載
せ
る
。
劉
向
『
列
女
侍
』
に
ほ
ぼ
同
じ
。
『
閏
範
』
巻
四
　
「
善
行
」

の
　
「
嫡
妾
之
道
」
　
に
　
「
衛
宗
二
順
」
を
載
せ
る
が
、
独
特
の
簡
略
な
ま
と
め
を

し
て
い
る
。

伝
記
に
関
す
る
資
料
背
景
や
説
話
の
問
題
視
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
の

頁
5
0
4
～
5
0
9
に
詳
し
い
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
、
頭
注
部
分
に
、

2．
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［
原
文
］
　
斥
拙
、
言
無
子
應
割
接

い
う
こ
こ
ろ

斥
拙
、
　
言
　
は
、
子
無
き
は
鷹
に
剰
接
せ
ら
る
べ
き
と
な
り
。

と
あ
る
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
　
斥
拙
、
言
無
子
應
剤
接

③
　
斥
拙
、
言
無
子
劇
軸
接

④
　
斥
拙
、
言
無
子
感
触
接

⑤
　
斥
拙
、
言
無
子
薗
剤
オ

⑥
　
斥
拙
、
言
無
子
劇
割
功

下
線
部
分
が
、
文
字
の
異
同
で
あ
る
。
各
本
、
文
字
の
判
読
に
苦
し
み
な
が

ら
、
内
容
の
解
読
を
視
野
に
入
れ
て
、
な
ん
と
か
文
字
確
定
を
試
み
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

【
第
七
十
章
】

（
原
文
）
察
人
妻
、
宋
人
之
女
也
、
既
嫁
両
夫
有
悪
疾
、
其
母
格
改
嫁
之
、
女

日
、
夫
之
不
幸
、
乃
妾
之
不
幸
也
、
奈
何
去
之
、
通
人
之
道
、
一
興
之
酷
、
終

身
不
改
、
不
幸
遇
悪
疾
、
彼
無
大
故
、
又
不
達
妾
、
何
以
得
去
、
終
不
聴
、
〔
節
、

○
醸
子
肖
切
、
〕

李
徳
武
妻
袈
淑
英
、
尚
書
襲
矩
女
也
、
甫
嫁
経
年
、
而
徳
武
以
父
罪
坐
従
嶺

表
、
矩
奏
離
婚
、
腸
帝
穂
之
、
徳
武
輿
淑
英
訣
日
、
我
方
鮭
、
無
還
理
、
若
必

備
他
族
、
於
此
長
訣
臭
、
封
日
、
婦
無
再
醸
、
夫
者
天
也
、
天
可
二
乎
、
欲
割

耳
目
誓
、
徳
武
奪
刀
不
許
、
遂
毀
容
貌
、
不
御
膏
沐
、
諌
列
女
侍
、
見
述
不
再

嫁
者
、
謂
人
口
、
不
践
二
庭
バ
　
婦
人
之
常
、
何
異
而
載
之
書
、
久
之
、
徳
武
音

間
断
絶
、
矩
決
嫁
之
、
断
髪
絶
粒
、
不
可
奪
而
止
、
後
十
線
年
、
徳
武
還
、
虞

夫
婦
如
初
、
〔
節
、
○
爆
音
羊
、
侍
去
聾
、
断
字
上
、
徒
管
切
、
下
都
管
切
、
〕

明
永
楽
間
、
解
緒
胡
康
、
侍
燕
文
淵
闇
、
帝
日
、
汝
両
人
、
少
同
業
、
仕
同

官
、
緒
有
子
、
康
宜
妻
以
女
、
越
目
、
廣
果
生
女
、
遂
定
盟
、
既
而
綺
連
語
死
、

家
成
連
、
魔
女
未
及
掃
、
而
緒
子
禎
亮
行
夫
、
居
数
年
、
父
母
欲
令
改
適
、
女

席
費
目
、
薄
命
之
婚
、
皇
上
主
之
、
父
面
承
之
、
一
興
之
盟
、
終
身
不
改
、
背

主
違
父
、
何
用
生
島
、
窺
入
室
、
以
刀
戟
耳
、
家
人
急
救
、
巳
血
被
南
頬
、
議

遂
痕
、
宣
徳
初
、
解
家
赦
還
、
女
乃
蹄
禎
亮
、
事
姑
以
孝
聞
、

論
日
、
一
興
之
盟
、
終
身
不
改
、
此
所
謂
義
也
、
婦
人
不
知
大
義
、
所
以
或

至
失
節
、
哀
哉
、
次
重
義
子
守
節
之
上
、
使
知
生
平
大
端
、
悉
依
乎
義
而
行
、

無
自
私
自
利
之
心
、
自
無
倫
生
苛
活
之
患
、
正
本
清
源
、
莫
善
於
此
、
世
有
重

義
而
不
能
守
節
者
、
我
末
之
見
也
、
　
　
　
　
右
第
七
十
章
、

茶
人
の
妻
は
、
宋
人
の
女
な
り
。
既
に
嫁
し
て
而
し
て
夫
に
悪
疾
有
り
。
其

の
母
、
格
に
之
れ
を
改
め
嫁
せ
ん
と
す
。
女
日
わ
く
、
夫
の
不
幸
は
、
乃
ち
妾

の
不
幸
な
り
。
奈
何
ぞ
之
れ
を
去
る
。
人
に
適
く
の
道
は
、
一
た
び
之
れ
と
輿

に
礁
す
れ
ば
、
終
身
改
め
ず
。
不
幸
に
し
て
悪
疾
に
過
う
に
し
て
、
彼
に
大
故

お

無
し
。
又
た
妾
を
遣
わ
ず
。
何
を
以
て
か
去
る
を
得
ん
。
終
に
聴
か
ず
。
〔
節

な
り
。
○
酸
は
子
肖
の
切
〕
　
（
1
）

李
徳
武
の
妻
、
襲
淑
英
は
、
尚
書
襲
矩
の
女
な
り
。
甫
め
て
嫁
ぎ
て
年
を
経

た
り
。
而
し
て
徳
武
、
父
の
罪
を
以
て
坐
し
て
嶺
表
に
従
さ
る
、
矩
、
離
婚
を

奏
す
。
腸
帝
、
之
れ
を
臆
す
。
徳
武
、
淑
英
と
輿
に
訣
れ
て
日
わ
く
、
我
、
方

に
妊
せ
ら
れ
て
、
還
る
の
理
無
し
。
若
し
必
ず
他
族
に
償
せ
ん
な
れ
ば
、
此
こ

に
於
て
長
の
訣
れ
せ
ん
と
。
封
え
て
日
わ
く
、
ノ
婦
に
再
酷
の
こ
と
無
し
。
夫
な

る
者
は
天
な
り
。
天
、
二
な
る
可
け
ん
や
と
。
耳
を
割
き
て
自
ら
誓
い
せ
ん
と

欲
す
。
徳
武
、
刀
を
奪
い
て
許
さ
ず
。
遂
に
容
貌
を
毀
た
ん
と
し
て
、
膏
沐
を

3
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御
せ
ず
。
列
女
侍
を
讃
み
て
、
再
嫁
せ
ず
と
述
ぶ
る
者
を
見
て
、
人
に
謂
い
て

日
わ
く
、
二
庭
を
践
ま
ざ
る
は
、
婦
人
の
常
な
り
。
何
ぞ
異
と
し
て
而
し
て
之

れ
を
書
に
載
す
る
や
と
。
之
れ
を
久
し
う
し
て
、
徳
武
、
音
問
、
断
絶
せ
り
。

矩
、
決
し
て
之
れ
を
嫁
せ
ん
と
す
る
に
、
断
髪
、
絶
粒
し
て
、
奪
う
可
か
ら
ず

し
て
而
し
て
止
む
。
後
、
十
線
年
。
徳
武
、
還
る
。
夫
婦
慮
る
こ
と
初
め
の
如

し
。
〔
節
な
り
。
○
腸
は
音
羊
。
侍
は
去
響
。
断
の
字
、
上
は
、
徒
管
の
切
、
下
は
、
都

管
の
切
。
〕
　
（
2
）

明
、
永
欒
の
間
、
解
緒
・
胡
廉
、
文
淵
闇
に
侍
燕
す
。
帝
日
く
、
汝
ら
両
人
、

少
く
し
て
業
を
同
じ
く
し
、
仕
え
て
官
を
同
じ
く
す
。
緒
に
子
有
り
。
廉
、
宜

し
く
妻
わ
せ
る
に
女
を
以
て
す
べ
し
、
越
日
、
虞
、
果
た
し
て
女
を
生
む
。
遂

ま
・
b

に
定
め
て
盟
す
。
既
に
し
て
、
而
し
て
緒
、
議
死
に
遭
う
。
家
し
て
連
を
成
る
、

康
の
女
、
蹄
ぐ
に
未
だ
及
ば
ず
し
て
、
而
し
て
緒
の
子
禎
亮
、
行
け
り
。
居
る

こ
と
数
年
。
父
母
、
改
め
適
か
令
し
め
ん
と
欲
す
。
女
、
馨
を
席
ま
し
て
日
く
、

薄
命
の
婚
、
皇
上
、
之
れ
を
主
る
。
父
、
面
し
て
之
れ
を
承
る
。
一
た
び
輿
に

之
れ
と
盟
え
ば
、
終
身
、
改
め
ず
。
主
に
背
き
父
に
違
い
て
、
何
を
用
て
か
生

き
る
を
ば
慮
さ
ん
と
。
縮
か
に
室
に
入
り
て
、
刀
を
以
て
耳
を
載
る
。
家
人
、

急
ぎ
救
う
も
、
巳
に
血
、
両
頬
を
被
え
り
。
議
し
て
遂
に
痕
す
。
宣
徳
の
初
、

解
の
家
、
赦
あ
り
て
還
る
。
女
、
乃
わ
ち
禎
亮
に
蹄
ぐ
、
姑
に
事
え
て
孝
を
以

て
聞
こ
ゆ
。
〔
欒
は
音
洛
。
解
は
音
僻
。
少
は
去
督
。
妻
は
去
聾
。
戊
は
音
帥
。
巳
は

音
以
。
〕
　
（
3
）

論
じ
て
日
わ
く
、
一
た
び
之
れ
と
輿
に
盟
す
れ
ば
、
終
身
、
改
め
ず
。
此
れ

所
謂
る
義
な
る
な
り
。
婦
人
、
大
義
を
知
ら
ず
。
所
以
に
或
い
は
節
を
失
す
る

に
至
る
。
哀
し
い
か
な
。
重
義
を
守
節
の
上
に
次
し
て
、
生
平
の
大
端
を
知
ら

使
む
れ
ば
、
悉
く
義
に
依
り
て
而
し
て
行
な
い
て
、
自
私
・
自
利
の
心
無
く
、

自
ら
倫
生
・
苛
活
の
患
い
無
し
。
本
を
正
し
源
を
清
く
す
る
こ
と
、
此
れ
よ
り

善
き
は
莫
し
。
世
に
、
義
を
重
ん
じ
て
而
し
て
節
を
守
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
有

る
は
、
我
れ
末
だ
之
れ
を
見
ざ
る
な
り
。
（
4
）
　
　
　
右
、
第
七
十
章
。

○
資
料
研
究

（
1
）
　
劉
向
『
列
女
侍
』
の
　
「
貞
順
」
篇
に
、
「
察
人
之
妻
」
　
が
あ
る
。
∴
と
れ

に
は
『
詩
経
』
か
ら
引
用
す
る
と
こ
ろ
が
有
る
が
、
『
女
撃
』
は
こ
れ
を
削
除

し
、
ほ
ぼ
説
話
の
叙
述
は
わ
ず
か
の
文
字
異
同
が
確
認
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

『
家
範
』
巻
八
　
「
妻
」
　
に
、
「
察
人
妻
」
を
簡
潔
に
紹
介
し
、
『
古
今
列
女
博
』

巻
三
　
「
貞
順
」
　
に
劉
向
『
列
女
博
』
を
踏
襲
し
て
　
「
察
人
之
妻
」
　
を
載
せ
る
。

ま
た
同
じ
伝
記
内
容
で
『
古
今
女
範
』
巻
三
　
「
貞
女
」
　
に
、
ま
た
、
『
檜
画
列

女
侍
』
巻
三
に
　
「
察
人
之
妻
」
を
載
せ
る
。
な
お
、
こ
の
伝
記
の
資
料
的
な
背

景
や
問
題
点
は
、
前
掲
拙
著
の
頁
4
7
1
～
4
7
4
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
　
「
李
徳
武
妻
」
　
に
関
す
る
伝
記
は
、
、
『
菖
唐
書
』
巻
一
百
九
三
列
侍
第

一
百
四
三
、
ま
た
『
新
唐
書
』
巻
二
百
五
列
侍
第
一
百
三
〇
列
女
に
見
え
る
。

『
女
撃
』
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
『
新
唐
書
』
の
叙
述
を
参
考
に
し
た
で
あ

ろ
う
が
、
ま
と
め
方
は
独
特
で
あ
る
。

（
3
）
　
こ
の
伝
記
は
、
『
明
史
』
巻
一
百
四
七
列
侍
三
五
　
「
解
緒
」
侍
に
見
え

る
。
な
お
、
『
康
列
女
侍
』
巻
一
七
貞
女
に
は
、
『
明
史
稿
』
と
す
る
。

『
女
撃
』
は
、
一
方
、
『
典
故
列
女
侍
』
と
題
し
て
、
頭
注
を
付
し
て
刊
行

さ
れ
、
し
か
も
著
者
を
、
解
撃
士
ま
た
は
解
緒
と
し
、
刊
行
年
を
明
永
楽
中
と

か
嘉
慶
年
間
に
あ
て
る
も
の
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
が
解
緒
に
よ
っ

て
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
得
な
い
こ
と
は
、
こ
の
解
緒
の
女
に
関
す
る
伝

4
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記
が
こ
の
部
分
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

か
つ
て
広
島
大
学
大
学
院
に
在
学
し
、
修
士
論
文
を
ま
と
め
た
、
私
の
研
究
指

導
留
学
生
、
陳
梅
氏
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
藍
鼎
元
『
女
撃
』
に
つ
い
て
－
『
典
故
列
女
侍
』
と
の
関
わ

り
を
通
し
て
ー
」
　
（
『
日
本
中
国
撃
合
創
立
五
十
年
記
念
論
文
集
』
、
〓
冨
）
　
に
発
表

し
て
い
る
。

（
4
）
婦
人
で
あ
り
な
が
ら
、
義
理
を
全
う
し
、
節
を
守
っ
た
事
を
賞
賛
す
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
、
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
　
醸
冠
要
之
頑
、
父
礁
酌
子
、
命
往
迎
婦

若
汝
也
、
償
偶
也
、
猶
云
汝
必
偶
別
人

蔑
無
貴
之
言
、
毀
善
害
能
也

酷
は
冠
嬰
の
種
な
り
。
父
、
醸
し
て
子
に
酌
し
、
命
じ
て
往
き
て
婦
を
迎

え
し
む
。

若
は
汝
な
り
。
億
は
偶
な
り
。
猶
お
汝
必
ず
別
人
を
偶
と
せ
よ
と
云
う
が

ご
と
し

と
あ
る
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
l
ぁ
る
。
○
は
判
読
不
能
、
（
　
）
は
欠
文
で

あ
る
。

②
　
礁
冠
婆
之
種
、
父
醗
酌
子
、
命
往
迎
婦

③
　
q
冠
要
之
蔵
、
父
醗
酌
子
、
命
往
迎
婦

④
（
－
）
冠
要
之
蔵
、
父
離
酌
子
、
命
往
迎
婦

⑤
　
刺
冠
要
之
蔵
、
剣
酪
酌
子
、
命
往
迎
婦

下
線
部
分
に
、
字
の
異
同
が
認
め
れ
れ
る
。
⑥
に
お
け
る
頭
注
欠
落
が
特
徴

的
で
あ
る
。

②③④⑤⑥
　
（

若
汝
也
、
償
偶
也
、

若
汝
也
、
償
偶
也
、

若
汝
也
、
償
偶
也
、

若
汝
也
、
償
偶
也
、

猶
云
汝
必
偶
別
人

猶
云
汝
必
偶
別
人

猶
云
汝
必
偶
別
人

猶
云
汝
必
偶
別
人

②③④⑤

各
本
、
異
同
は
無
い
が
。
⑥
は
欠
落
す
る
。

蔑
無
寛
之
言
、
毀
善
害
能
也

議
無
寛
之
言
、
毀
善
害
能
也

蔑
無
寛
之
言
、
毀
善
害
能
也

蔑
無
寛
之
言
、
毀
善
害
能
也

⑥
　
（各

本
、
異
同
は
無
い
。
こ
こ
も
、
⑥
の
み
は
頭
注
が
欠
落
す
る
。

⑥
　
（
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『
東
洋
古
典
撃
研
究
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
（
第
五
集
～
第
八
集
）

第
五
集
　
（
一
九
九
八
年
五
月
　
在
庫
無
し
）

実
学
を
め
ぐ
る
朱
子
学
の
変
転

－
熊
本
実
学
派
へ
の
一
視
点
－

董
仲
野
と
　
『
春
秋
公
羊
伝
』

荒
木
　
見
悟

ー
漢
初
に
お
け
る
　
『
春
秋
公
羊
伝
』

流
伝
の
形
態
－

『
麗
情
集
』
　
所
収
　
「
長
恨
歌
伝
」
　
に
つ
い
て

『
墨
子
』
　
尚
同
論
の
構
造
と
主
題

心
の
病
は
医
し
難
し
－
陸
九
淵
の
朱
子
学
批
判
－

顧
憲
成
の
　
『
当
下
繹
』
に
つ
い
て
　
並
び
に
訳
注
　
（
上
）

春
秋
三
伝
入
門
講
座

第
五
章
　
穀
梁
伝
の
成
立
と
そ
の
伝
文
構
造

竹
添
井
井
『
桟
雲
峡
雨
日
記
』
　
訳
注
　
〔
三
〕

漸
江
省
の
中
国
哲
学
界
お
よ
び
漸
東
学
術
史
研
究
の
現
況

陽
明
学
研
究
の
今
日
的
課
題

第
六
集
　
（
一
九
九
八
年
九
月
）

朱
子
学
の
位
置
　
〓
〕
　
－
闘
う
民
政
官
た
ち
　
I
－

蘇
韓
の
嶺
海
期
の
悟
達
の
詩
学

元
末
の
宋
嫌
と
儒
道
仏
三
教
思
想

『
呂
氏
春
秋
』
　
研
究
の
視
座

－
先
行
研
究
批
判
を
主
と
し
て
1

『
墨
子
』
　
非
命
論
と
漠
初
の
時
代
相

春
秋
三
伝
入
門
講
座
　
第
六
章
　
穀
梁
伝
の
思
想
　
（
上
）

『
陸
象
山
語
録
』
　
下
巻
訳
注
　
〔
四
〕

－
包
顆
道
所
録
訳
注
　
（
三
）
　
－

竹
添
井
井
『
桟
雲
峡
雨
日
記
』
　
訳
注
　
〔
四
〕

黄
帝
伝
説
－
黄
帝
伝
説
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
伝
説
の
伝
播
と
す
る

森
氏
の
論
説
に
つ
い
て
－

夏
目
漱
石
と
西
田
幾
多
郎
1
心
は
善
か
－

喬
木
　
哲
郎

澤
崎
　
久
和

橋
元
　
純
也

小
路
口
　
聡

鶴
成
　
久
章

野
間
　
文
史

財
木
　
美
樹

早
坂
　
俊
廣

吉
田
　
公
平

木
下
　
鉄
矢

加
藤
　
国
安

三
浦
　
秀
一

青
山
　
大
介

橋
元
　
純
也

野
間
　
文
史

小
路
口
　
聡

財
木
　
美
樹

御
手
洗
　
勝

吉
田
　
公
平

第
七
集
　
（
一
九
九
九
年
五
月
　
在
庫
無
し
）

朱
子
学
の
位
置
　
〔
二
〕
　
1
闘
う
民
政
官
た
ち
　
Ⅱ
－

木
下
鉄
矢
氏
　
「
理
・
象
・
数
そ
し
て
数
・
象
・
理

－
朱
薫
の
　
「
易
」
　
理
解
－
」
　
に
寄
せ
て

『
呂
氏
春
秋
』
　
編
纂
者
の
論
述
意
図

－
　
「
論
説
」
　
間
の
相
関
性
に
注
目
し
て
1

『
墨
子
』
　
天
志
論
と
天
子
権
力

陶
淵
明
　
「
諌
山
海
経
」
　
詩
に
見
え
る
　
『
楚
辞
』
　
の
影
響

事
実
の
楽
し
み
、
言
語
の
病

－
陸
九
淵
の
朱
子
学
批
判
・
続
編
－

顧
憲
成
の
　
『
当
下
搾
』
　
に
つ
い
て
　
並
び
に
訳
注
　
（
下
）

馬
一
浮
に
つ
い
て
　
（
上
）

春
秋
三
伝
入
門
講
座
　
第
六
章
　
穀
梁
伝
の
思
想
　
（
下
）

竹
添
井
井
『
桟
雲
峡
雨
日
記
』
　
訳
注
　
〔
五
〕

山
崎
闇
斎
編
　
『
拘
幽
操
』
　
に
お
け
る
朱
真
説
理
解
に
つ
い
て

第
八
集
　
（
一
九
九
九
年
十
月
）

朱
子
学
の
位
置
　
〔
三
〕
　
－
　
「
母
権
」
　
の
現
実
　
I
－

「
板
橋
三
娘
子
」
　
考
　
（
一
）
　
－
原
話
を
め
ぐ
っ
て
ー

郭
店
楚
簡
　
「
五
行
篇
」
　
覚
書

「
東
洋
倫
理
」
　
と
い
う
思
想

1
西
晋
一
郎
の
所
説
を
め
ぐ
っ
て
1

『
呂
氏
春
秋
』
　
の
体
系
的
把
握

－
『
呂
氏
春
秋
』
編
纂
者
の
政
治
的
立
場
に
注
目
し
て
1

『
墨
子
』
　
論
説
類
研
究
緒
論
・
続
補

焦
紘
　
『
国
史
経
籍
志
』
考

諌
五
経
正
義
札
記

程
門
初
伝
と
二
程
語
録
資
料
　
（
上
）

木
下
　
鉄
矢

三
浦
　
圃
雄

青
山
　
大
介

橋
元
　
純
也

中
尾
健
一
郎

小
路
口
　
聡

鶴
成
　
久
章

早
坂
　
俊
廣

野
間
　
文
史

財
木
　
美
樹

市
来
津
由
彦

66

木
下
　
鉄
矢

岡
田
　
充
博

賓
木
　
哲
郎

中
村
　
春
作

青
山
　
大
介

橋
元
　
純
也

内
田
　
健
太

野
間
　
文
史

市
来
津
由
彦




